
 

 

  

〈大切なお知らせ〉 

対象者１人あたり 1５，０００円分のデジタルギフト 

所沢市子育て家庭応援事業のご案内 

物価高騰等の影響を受けている子育て家庭の負担軽減を図る

ため、０歳児を対象として所沢市よりデジタルギフトをお送り

します！ 

１. 支給内容 

※デジタルギフトのご利用にあたりスマートフォンが必要です。 

２. 支給対象者 

(1) 令和 5 年 12 月 31 日において、所沢市に住民登録がある 

令和 5 年 1 月 1 日から令和 5年 12 月 31 日までに生まれ 

た子ども 
 

(2) 令和 6 年 1 月 1 日から令和 6年 3 月 31 日までに出生し、 

出生の届出により所沢市に住民登録された子ども 
（対象期間の生まれであっても、出生後に転入された方は対象となりません） 

 

(3) 令和 5 年 12 月 31 日において、 

ＤＶ等により住民票を移さずに所沢市に避難している方に 

  同伴して避難している令和 5年 1月 1日から令和 5年 12月 

  31 日までに生まれた子ども 
 

(4）令和 5 年 12 月 31 日において、所沢市に住民登録がある方 

と生計を一にし、その方に監護及び養育されている 

  市外に住民登録のある令和 5年 1月 1日から令和 5年 12月 

  31 日までに生まれた子ども 

(3) (4)に当てはまる方は、手続きと審査が必要です。 

必要な手続きの詳細は、裏面をご確認ください。 

子どもの 

かがやく 

未来へ！ 



 

 

■所沢市子育て家庭応援事業 コールセンター 

0120-551-648 
（受付時間：平日 9時～17時半）【令和 6年 4月 30日まで】 

３.必要な手続き  

支給対象者(1) (2) に当てはまる方 

▶手続きは不要です。 
※支給対象者の住民票上の住所に簡易書留(対面受取)で配達しますのでお受け

取りください。（送付先の変更はできません） 

※不在連絡票が届いている方は、保管期間内に郵便局へご連絡ください。 

※支給対象者(1)の方には令和 6 年 2月中旬より、支給対象者(2)の方には令和 6

年 3 月中旬より順次発送します。（個別の到着時期についてのお問い合わせは

ご遠慮ください） 
 

支給対象者(3) (4) に当てはまる方 

▶手続きが必要です。 

必要な書類をご自宅に郵送しますので、こども政策課にお電話※くださ

い。 

手続きに必要な書類は、令和 6 年 3 月 8 日(金)【郵送必着】までに、 

こども政策課にご提出ください。※期限に余裕をもってお電話ください。 

 

 

 

 

所沢市こども未来部こども政策課 04-2998-9415（直通） 
（受付時間：平日 8 時 30分～17時 15分） 

 

４.デジタルギフトについて  

〈使用方法〉 

１．送付されたギフトカードより『選べるｅ-ＧＩＦＴ』の 

ＱＲコードをスマートフォンで読み取る。 

２．希望の電子マネー等をサイト上で選択する。 

３．選択したブランドサイトで手続きする。 
※各ブランドによって手続きの期限・有効期限が異なりますのでご注意下さい。 

※ＱＲコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。 

 
お問い合わせは下記までお電話ください 

所沢市ホームページ  子育て家庭応援事業     で検索 


